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定期の予防接種実施要領の改正点について 

 

 

 予防接種行政につきましては、日頃より、御理解、御協力いただきまして厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、標記のことについて、平成２０年１月２８日付け厚生労働省健康局結核感染症課から芦

屋市健康福祉事務所を通じて事務連絡がありました。 

内容は、本年４月より、中学１年生及び高校３年生に相当する年齢の者に対し、予防接種法に

基づき定期の予防接種を実施する等、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）、予防接種

実施規則（昭和３３年厚生省令第２７号）及び定期の予防接種実施要領の改正について準備を進

めており、若干の変更の可能性はあるものの、平成２０年４月１日からの実施に向け各市区町村

における準備に資するため、連絡するものとされています。 

つきましては、主な項目について別紙のとおり報告しますので、各医療機関におかれましても

ご周知のうえご協力のほどお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



定期の予防接種実施要領の改正点について（抜粋） 
 
○総 論 部 分 
 主要な改正・新規項目として挙げられた９項目のうち主な４項目 
 
１ 「予防接種に関する周知」について（麻しん、風しんの第３期・第４期のうち女性が対象） 

【新たに盛り込まれた事項】 

麻しん・風しんの第３期・第４期の予防接種のうち女性については、妊娠中の予防接種が禁

忌事項であること及び接種後２ヶ月間は妊娠を避けるべき旨を必ず説明すること 

 

２ 「予診票」について（１類疾病全ての予防接種共通） 

【改正した事項】様式の区分 

改正前の予診票については、全ての疾病に様式二を用いることとしていたが、改正後は、以

下の３つの様式に分けること。

（１）様式二 

①ジフテリア、百日せき、破傷風、日本脳炎、ポリオ及び BCG の全対象者 

②麻しん、風しんの第１期、第２期の全対象者 

※乳幼児、小学生を対象とした予診票 

（２）様式三 

麻しん、風しんの第３期（中学１年生相当：新規）、第４期（高校３年生相当：新規）の対

象者のうち接種を受ける者に対して保護者が同伴する場合及び接種を受ける者が既婚者の

場合 

（３）様式四 

   麻しん、風しんの第３期（中学１年生相当：新規）、第４期（高校３年生相当：新規）の対

象者のうち接種を受ける者に対して保護者が同伴しない場合 

【新たに盛り込まれた事項】問診事項の追加 

市区町村長は、麻しん風しんの第３期・第４期対象者のうち、女性に関しては、予防接種の

不適当者であるか否かの判断に資するため、妊娠している者、又はその可能性がある者か否

かを確認する項目を設けること。 

 

３ 「予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者」について（麻しん、風しんの第３期・

第４期の予防接種が対象） 

【新たに盛り込まれた事項】 

（１）保護者の同伴要件の緩和  

   個別接種及び集団接種については、原則、保護者の同伴が必要であるとしたこと。ただし、

第３期・第４期の予防接種において、保護者が同伴しない場合でも、様式第四の予診票に

より、あらかじめ保護者の同意が確認できた者は、保護者の同伴を要しないこと。 

 【確認する事項】 

   ① 保護者が予診票の自署欄に署名していること。 

② 被接種者の当日の体調が、予防接種の不適当な状態ではないこと。 



ただし、第４期対象者のうち、本人が婚姻状態にある者については、もとより同伴を必要

としないため、対象外である（民法第７５３条では、婚姻により成年に達したものとみな

されるため）。 

 

（２）女性に対する予防接種不適当者の確認 

市区町村長は、麻しん風しんの第３期・第４期の対象者のうちは、女性への接種に際して、

予防接種の不適当者（妊娠している者又はその可能性がある者）であるか否かに注意する

必要があること。例えば、予診票に記載された内容だけでは判断せず、必ず本人に口頭で

確認し、妊娠又はその可能性がある場合は、予防接種不適当者である旨を伝え、出産後又

は妊娠していないことが確認された後の適当な時期に接種するよう勧めること。その際、

被接種者本人が事実を話しやすいような環境つくりに努めるとともにプライバシーに十分

配慮すること。 

 

４ 「予防接種後副反応等に関する説明と同意」について（麻しん、風しんの第３期・第４期の

予防接種が対象） 

【新たに盛り込まれた事項】保護者が同伴しない場合は、事前に予防接種後副反応等の説明と

予防接種の実施の同意が必要なこと 

  市区町村長は、麻しん、風しんの第３期・第４期の予防接種において、保護者が同伴しない

者については、事前に配布する様式第四の予診票に保護者の自署を確認すること。 

保護者の自署が確認できた場合は、保護者は予防接種に関する効果、副反応及び予防接種健

康被害救済制度等について説明を受け、被接種者の接種に同意したものとみなすことができ

るものとする。 

ただし、第４期対象者のうち、本人が婚姻状態にある者については、もとより同伴を必要と

しないため、対象外である（民法第７５３条では、婚姻により成年に達したものとみなされ

るため）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○各 論 部 分    主要な改正・新規項目４項目 
 

１ 既罹患者への混合ワクチンの使用について（ジフテリア、百日せき、破傷風の予防接種及び

麻しん、風しんの予防接種対象） 

【新規事項】既罹患者への混合ワクチンを可能とすること 

  既罹患者については、未罹患疾病の予防接種を実施するために、未罹患疾病に対応するワク

チン成分を含んだ混合ワクチンを接種することを可能とすること（ワクチン成分に対応する

疾病の全てに罹患している者は除きます）。 

 

（１）ジフテリア、百日せき、破傷風の予防接種における具体的な例示 

（Ｄ：ジフテリア Ｐ：百日せき Ｔ：破傷風） 

① 罹患状態がいずれか１疾病の場合 

（罹患している疾病）   （目的とする予防接種）    （使用可能なワクチン） 

Ｄ          ＰＴの予防接種       ＤＰＴ混合ワクチン 

Ｐ          ＤＴの予防接種       ＤＰＴ混合ワクチン若しくは 

ＤＴ混合トキソイド 

Ｔ          ＤＰの予防接種       ＤＰＴ混合ワクチン 

② 罹患状態がいずれか２疾病の場合 

（罹患している疾病）   （目的とする予防接種）    （使用可能なワクチン） 

ＤＴ          Ｐの予防接種         ＤＰＴ混合ワクチン 

ＤＰ          Ｔの予防接種         ＤＰＴ混合ワクチン若しくは 

ＤＴ混合トキソイド 

ＴＰ          Ｄの予防接種         ＤＰＴ混合ワクチン若しくは 

ＤＴ混合トキソイド 

※ただし、第２期の予防接種に使用するワクチンは、ＤＴ混合トキソイドのみとすること。 

 

（２）麻しん、風しんの予防接種における具体的な例示 

（Ｍ：麻しん Ｒ：風しん） 

① 罹患状態がいずれか１疾病の場合 

（罹患している疾病）   （目的とする予防接種）    （使用可能なワクチン） 

Ｍ           Ｒの予防接種         ＭＲ混合ワクチン若しくは 

Ｒ単抗原ワクチンの使用 

Ｒ           Ｍの予防接種         ＭＲ混合ワクチン若しくは 

Ｍ単抗原ワクチンの使用 

 

２ 接種対象者について（麻しん、風しんの予防接種が対象） 

【新たに盛り込まれた事項】接種対象者の追加 

 改正前から実施している第１期・第２期に加えて、第３期（中学１年生に相当する年齢）・第

４期（高校３年生に相当する年齢）が新たに予防接種の対象に追加される。予防接種と使用

ワクチンの組合せ等接種の仕方は、以下のとおりである。 



接種期間：当該年齢になる日が属する１年度間 

接種回数：１回 

接種量：0.5 ミリリットル 

接種方法：皮下接種 

（予防接種） （使用可能なワクチン） 

 麻しんの接種       乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 

                                  のどちらも使用可能 

 乾燥弱毒生麻しんワクチン       

 

 風しんの接種       乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 

                                  のどちらも使用可能 

 乾燥弱毒生風しんワクチン       

 

麻しん風しん同時接種   乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 

 

３ 接種間隔の表示について（ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種、急性灰白髄炎の予

防接種及び日本脳炎の予防接種が対象） 

【改正した事項】接種間隔の表示を週単位から日単位へ変更 

 ジフテリア、破傷風及び百日せきの予防接種の第１期初回における３回の予防接種について

は、それぞれの接種の間隔が３週間から８週間までの間隔と規定されていたところであるが、

日単位に変更し、２０日から５６日までの間隔とすること。 

  また、急性灰白髄炎の予防接種における２回の予防接種については、接種間隔が６週間以上

の間隔と規定されていたところであるが、日単位に変更し、４１日以上の間隔とすること。 

  さらに、日本脳炎の予防接種の第１期初回における２回の予防接種についても、それぞれの

接種の間隔が１週間から４週間までの間隔と規定されていたところであるが、日単位に変更

し、６日から２８日までの間隔とすること。 

 

４ 予防接種実施規則第９条及び第１５条に規定する定期の予防接種の間隔について（ジフテリ

ア、百日せき破傷風の予防接種及び日本脳炎の予防接種が対象） 

【新たに盛り込まれた事項】実施規則に規定する期間内に発熱等の医学的要因により接種でき

なかった者の取り扱い 

  実施規則に規定する期間内に発熱等の医学的要因により接種できなかった者の取り扱いにつ

いては、ジフテリア、破傷風、百日せきの予防接種の第１期初回における合計３回の予防接

種において、それぞれの疾病に対する接種の間隔である最短２０日から最長５６日の間に、

発熱等の医学的要因によって、期間内に接種できなかった場合、その状態が解消された後、

速やかに接種した者であれば、期間外の接種に関わらず、定期接種とみなすことができるこ

と。 

  また、日本脳炎の予防接種の第１期初回における合計２回の予防接種についても、それぞれ

の接種の間隔である最短６日から最長２８日の間に、発熱等の医学的要因によって、期間内

に接種できなかった場合にも、同様の取り扱いができること。 


